
はじめに 高所寺池の堤防改修に伴う、飛鳥藤原第１１３・

１１８・１２４・１３１次調査（以下「高所寺池調査」とする）では、

藤原宮南東部から左京七条二坊にかけての調査をおこな

い、藤原宮南面大垣や内濠・外濠、六条条間路・東二坊

坊間路などとともに、六条大路（SF２９１０）を検出した１）。

これらについては報告書が刊行されており２）、そこでは

SD２９１５を北側溝、SD２９０９を南側溝として、六条大路の

幅員を側溝心々間で約１６�と復元している。

しかし、他の調査事例を参照すると、上記の側溝の認

定には問題があり、別の解釈が成立することが判明した

ので、本稿ではそれについて述べることとする。

六条大路の幅員 六条大路については、これまでに東三

坊から西六坊にかけて１０件以上の調査例があり、うち高

所寺池調査を含む６件では、同一調査区ないし近接した

位置で南北両側溝の検出が報告されている（表７）。しか

し、検出地点によって幅員が異なり、直線性が非常に悪

い３）など、データ相互に矛盾があり、道路の設定状況を整

合的に復元することは困難であった。

ＡおよびＣ～Ｆについて幅員の問題を検討した黒崎直

は、検出状況からみて、南北両側溝とも確実に条坊遺構

といえるのはＣのみであり、側溝心々間２０�を超えると

されたＡ・Ｅ・Ｆはいずれも確証を欠く部分があるとす

る４）。この指摘は、現時点においても概ね首肯でき、六条

大路の幅員は、他の偶数条坊大路と同じく、側溝心々間

約１６�（４５大尺）が基本と考えるべきであろう。

六条大路の方位 そうした観点から、六条大路の側溝と

して確実な遺構間の方位を求めると、ア）Ｅ北側溝（西四

坊坊間路との交点）→Ｃ北側溝（約６５０�）＝Ｅ１°１９′４１″

Ｎ、イ）Ｄ南側溝→Ｃ南側溝（約５０�）＝Ｅ１°１０′Ｎ、

ウ）Ｂ「北側溝」（池の両岸約１００�）＝Ｅ１°５３′Ｎとなる。

イ・ウは遺構間の距離が短いため、方位の精度が劣るも

のの、これらの結果によれば、六条大路の方位が東で１°

以上北に振れることは確実と判断してよい。

この振れは一見過大なようにみえるが、藤原京の五条

条間路・五条大路・六条条間路は、すべて東で１°以上

北に振れるとみるべき根拠がある５）。また、第１１８・１２４次

調査の概要報告で指摘したように、藤原宮南限施設のう

ち、大垣と内濠の方位がＥ０°４６′Ｎ程度であるのに対

し、外濠の方位はＥ１°２４′２２″Ｎであり６）、これは上に示

した六条大路の振れに近い。

なお、第１１８次調査では、大垣と内濠が先行条坊を埋め

て造営されているのに対し、外濠は先行条坊と一時期共

存した事実を確認している。当然、外濠の掘削は大垣や

内濠に先行したことになるが、そのさいに、最も近い条

坊道路である六条大路が設定基準となったことは充分に

想定できる。両者の方位が近似するのはこのためであろ

う。ちなみに、宮の施設や京内寺院の設定基準が直近の

条坊道路におかれた例は枚挙にいとまがない。

側溝認定の訂正 以上のように、六条大路が東で１°以上

北に振れるならば、高所寺池調査のSD２９１５は、北側溝で

はなく南側溝とせざるをえない。実際、SD２９１５は、Ｅ

１°３０′Ｎの方位でＣ・Ｄ南側溝とほぼ一直線に並んでお

り、その北には、溝心々間で１５�弱（１４．５～１４．７�）の位置

に、北側溝にあてうる溝SD９７２５（第１２４次調査）とSD９３５９

（第１１３次調査）も存在するのである。

表７ 過去の報告における六条大路の幅員と路心座標値（日本測地系）

調査名 位置 X座標 Y座標 幅員m 調査報告（座標値の典拠）

A 飛鳥藤原２１－２次 東三坊 －１６７，０８９．８５ －１６，７６８．００ ２１．４ 文献１（実測図）

B 高所寺池調査 東二坊 －１６７，０９３．７０ －１７，００４．００ １６．２ 文献５（実測図）

C 飛鳥藤原７８－９次 西二坊 －１６７，０９６．００ －１７，６９６．００ １６．０ 文献３（文献４，p．３５）

D 飛鳥藤原２９－７次 西二坊 －１６７，０９６．６０ －１７，７４４．００ １７．３ 文献２（文献４，p．３５）

E 橿原市１９９５ 西四坊 －１６７，１１７．６０ －１８，４５１．２０ ２２．６ 文献６（文献４，p．３５）

F 橿原市１９８８・１９９０ 西六坊 －１６７，１１９．４０ －１８，９０２．４０ ２５．２ 文献７（文献４，p．３３）
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これらは、Ｅ１°２１′Ｎの方位でＣ・Ｅ北側溝とほぼ一

直線に並び、南側溝との心々間距離こそ若干短いもの

の、北側溝と認定することに無理はない７）。

したがって、六条大路は、Ｅ１°２０′～３０′Ｎ程度の方位

で、下ツ道以東についてはほぼ一直線に通っていたと考

えてよいだろう。少なくとも、高所寺池調査の遺構認定

を上記のように改めることで、データ間の矛盾がかなり

解消されることは間違いない。依然として、Ｆの北側溝

の位置が北にずれるなどの問題点は残るが８）、高所寺池

調査における六条大路は、SD２９１５を南側溝、SD９７２５と

SD９３５９を北側溝とするのが至当と考える。

（入倉徳裕／奈良県立橿原考古学研究所・小澤毅）

註

１）条坊呼称は便宜上、岸説に従うが、１坊＝１６町の平城京型

の条坊復元でも、六条大路の呼称は変わらない。

２）奈良文化財研究所『高所寺池発掘調査報告』２００６。

３）表７の６件のデータから回帰式を求めると、実測値と予

測値の差は－５．２～＋５．３�にもなる。他の道路では±数

十�に収まるので、直線性は非常に悪いといえる。

４）黒崎直「藤原京六条大路の幅員について」『年報１９９６』。

５）入倉徳裕「藤原京条坊の精度」『橿原考古学研究所論集

第十五』八木書店、２００８（刊行予定）。

６）花谷浩・小谷徳彦・小澤毅ほか「東南官衙地区および左

京六条二坊の調査」『紀要２００３』。

なお、井上和人は、南面大垣と外濠の設定方位は同じだ

が、外濠が階段状に屈折しているため、西部、中央部、東

部の順に両者の間隔が狭くなるとする（井上和人「藤原宮

南面外郭施設設定規格復元考」『紀要２００４』）。

しかし、井上が同一規格とした範囲でも、東へ行くにした

がって大垣と外濠の間隔が狭まっている状況が看取でき

ることから、方位の差とみるのが妥当である。

７）報告書はSD９７２５の時期を７世紀中頃とするが、SD９３５９と

もども、遺物の出土量自体が僅少で、遺構の時期を確定す

るのは困難である。条坊側溝として誤りないSD２９１５でも

古墳時代の遺物が卓越することを勘案すれば、北側溝と

みることに支障はない。

８）F北側溝は、条坊遺構としての確実性は高いが、下ツ道以

東の北側溝に対して１０�程度北にずれる。その一方、F

南側溝→D南側溝の方位は、E１°１８′４２″Nで、本文中に示

した六条大路の振れに近い。
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図２０ 飛鳥藤原第１２４次（左）・第１１３次（右）調査区の六条大路両側溝 １：３００（座標は日本測地系）

� 研究報告 17




